佐賀市点字・音声等活用メニュー作成事業補助金について

１　補助の概要
（１）対象者
　　　佐賀市内に店舗、施設等を有する者（飲食店に限らない）
（２）補助対象事業
　　　点字メニュー等（点字メニュー、音声コード付きメニューなど）の作成
（３）補助対象経費
　　　点字メニュー等作成に要する経費
　　　　※佐賀市の「佐賀市中央大通り「さがすたいる」推進事業」と重複する場合は、補助対象外となります。
　　　　※佐賀県の「さがすたいるバリアフリー化補助金」との重複は問題ありません。　（補助対象です。）
[bookmark: _GoBack]（４）補助金額
　　　対象経費から１，０００円を控除した額

２　事務の流れ
　①【事業者⇒佐賀市】申請　（申請窓口：障がい福祉課）
　　　≪提出書類≫
　　　・佐賀市点字・音声等活用メニュー作成事業補助金交付申請書（様式第１号）
　　　・点字メニュー等作成にかかる金額が分かるもの（見積書のコピー等）
　
　②【佐賀市⇒事業者】決定通知書を交付変更がある場合、
変更申請が必要


　③【事業者】点字メニュー等を作成
　　　　　　　（完了から30日以内または3月31日の早い方）
　④【事業所⇒佐賀市】完了報告
　　　≪提出書類≫
　　　・佐賀市点字・音声等活用メニュー作成事業実績報告書（様式第５号）
　　　・点字メニュー等作成に要した金額が分かるもの（領収書・請求書のコピー等）
　　　・作成した点字メニュー等の写真
　　　・点字メニュー等の設置状況が分かる写真
　　　・市税の完納証明書（コピー可）
　
　⑤【佐賀市⇒事業所】補助金確定通知書を交付

　⑥【事業所⇒佐賀市】請求
　　　≪提出書類≫
　　　・佐賀市点字・音声等活用メニュー作成事業補助金交付請求書（様式第７号）

　⑦【佐賀市⇒事業所】補助金の交付
